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憲法には「中国は共産党が指導する」と規定されているので、「中国」という国家組織の上部概念として
中国共産党が存在することになる。

出所：現代中国経済 甲南大学のWebサイト

１．中国の仕組みー１
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中国政府の上位に位置する中国共産党の中国共産党規約に基づいた中国の会社法の規定には、以
下の条項がある。

◎中国の『会社法』第19条は、「会社においては、中国共産党規約の規定に基づき、中国共産党の組織

を設置し、党の活動を展開する。会社は、党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。」と

規定している。

◎同条にある『中国共産党規約』第29条は、「企業、農村、機関、学校、科学研究所（中略）その他基層

組織は、3人以上の正式な党員があいる場合、必ず党の基層組織を設置しなければならない。」と規定

している。

◎つまり、中国共産党の党員が3人以上いる企業では、『会社法』と『中国共産党規約』によって、中国

共産党組織を設置しなければならない。

◎「中国に在る外資企業」も例外ではなく、2017年10月時点で、当時の斉玉・中央組織部副部長によると

、「外資企業の70％が党組織を設置」しているということである。

◎そして、「外国に在る中国企業」についても同様なので、「日本に在る中国企業」にも中国共産党組織が

設置されていて、中国共産党の管理の下で、中国の国家戦略に従って活動を行っていると考えられる。

出所：高市早苗 衆議院議員 コラム

２．中国の仕組みー２
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◎中国の立法の全体的構造

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

◎近年、中国政府が施行した法律

これら一連の法律の中には、域外適用（中国国内だけに適用するのではなく、海外の国にも適用）のも
のがあり、中国企業と中国との合弁企業、中国国民のみならず、日本企業と日本国民も対象になってい
る。

①国防動員法（2010年7月1日） ④信頼できないエンティティ・リスト規定（2020年9月19日）

②国家安全法（2015年7月） ⑤輸出管理法（2020年10月17日）

③国家情報法（2017年6月） ⑥外国法律・措置の域外適用の遮断弁法（2021年1月9日）

⑦反外国制裁法（2021年6月10日）

⑧データ安全法（2021年9月1日）

３．中国の政策ー１

5
© 2022 夢と技術の経営研究所



◎国防動員法（2010年7月1日施行）

・同法は、「満18歳から満60歳までの男性公民及び満18歳から満55歳までの女性公民は、国防勤務を担
わなければならない」「必要な予備役要員を確保する」「公民及び組織は、平時には、法により国防動員
準備業務を完遂しなければならない」と規定しており、外国在住の中国人も免除対象ではなく国防勤務の
対象者である。

◎国家安全法（2015年7月1日施行）

・同法は、「国家安全」の定義を第2条で「国家政権、主権、統一および領土保全、人民の福祉、経済社会
の持続可能な発展、その他の国家の重大な利益に危険がなく、内外の脅威に侵されない状態」とかなり
幅広く規定し、その上で、第15条で「売国、国家分裂、扇動反乱、政権の転覆および転覆を扇動するあら
ゆる行為、国家機密の窃取および漏えい、国外勢力による浸透・破壊・転覆・分裂活動を、防止・制止・処
罰する」と規定している。

・言論の自由や政府に対する抗議行動などが押さえつけられることが懸念される。香港国家安全維持法
が制定された。

◎国家情報法（2017年6月28日施行）

・同法は、「国家情報工作の法的根拠」「国家情報工作の実施体制」「組織・市民による工作活動への協
力」などを規定している。

・第7条は、「いかなる組織及び公民も、国家情報工作を法に基づき支持、協助、協力し、知り得た国家情
報工作の秘密を守らなければならない。国家は、国家情報工作を支持、協助、協力した個人と組織に対
して、保護を与える」、第14条は「国家情報工作機構が法に基づき展開する情報工作は、関係機関、組織
及び公民に必要な支持、協助、協力を提供するよう要求することができる」と規定している。

出所：高市早苗 衆議院議員 コラム、国防動員法・国家安全法・国家情報法関係のWebサイト

５．中国の政策ー２
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◎「信頼できないエンティティ・リスト規定」 （2020年9月19日施行）重要条項解説

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

５．信頼できないエンティティ・リスト規定
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◎「外国法律・措置の域外適用の遮断弁法」 （2021年1月9日施行）重要条項解説

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

６．外国法律・措置の不当な域外適用の遮断弁法ー１
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◎「外国法律・措置の域外適用の遮断弁法」 （2021年1月9日施行）重要条項解説

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

７．外国法律・措置の不当な域外適用の遮断弁法ー２
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◎「反外国制裁法」 （2021年6月10日施行）重要条項解説

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

８．反外国制裁法ー１
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◎「反外国制裁法」 （2021年6月10日施行）重要条項解説

出所：セミナー資料 日本貿易振興機構（ジェトロ）

９．反外国制裁法ー２
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◎ 信頼できないエンティティ・リスト規定

取引相手が、エンティティ・リストに掲載されているか否かを確認する。エンティティ・リスト

という名称を使用しているが、 米国商務省・産業安全保障局（BIS）の発動する輸出管理

則（EAR）上の輸出管理措置であるエンティティ・リストではなく、米国米国財務省・外国資産

管理室（OFAC）の発動するIEEPA上の制裁であるSDNリストに相当するものである。

その結果により、適切な対応を行う。

◎外国法律・措置の域外適用の遮断弁法

禁止令により、不当な域外適用の外交法律、措置に対して、その承認、執行、遵守を禁止

するものである。中国政府が、外国の制裁の不当域外適用を否定する禁止令を発布した

後、外国企業が禁止令に違反して外国の制裁に従い遵守して始めると、中国の法律違反に

なる。禁止令が前提条件になるため、禁止令を確認する。

◎反外国制裁法

外国企業が外国の差別的制限措置を実行し、または実行に協力した場合、 中国企業に

損害を与えたときに、損害賠償責任が追及されるリスクが生じる。事前警報がないため、

予見困難である。今後適用基準の細分化が期待されるため、その適用基準を確認する。

１０．まとめ
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